
№ 施　設　名 指名先 指名理由 指定管理者を指定する期間

1
花巻市定住交流センター
（なはんプラザ）

2 花巻市花巻駅前多目的広場

3 花巻駅南駐車場

4 花巻市老人保健施設華の苑

5
花巻市華の苑指定居宅介護支援セン
ター

6

花巻市新事業創出基盤施設

　起業化支援センター
　賃貸工場
　ビジネスインキュベータ

一般社団法人ビジネスサ
ポート花巻

一般社団法人ビジネスサポート花巻は、前身の花巻市技術振興協会時代より
本施設にかかる運営業務を受託し、各機器・設備等の専門的知識・技術を有
するほか、管理においても良好な成果を収めている。また、創業を希望して
いる方への支援や市内事業所に対する課題解決、フォローアップなどを継続
して行うことで高い効果が期待できるため、引き続き指名する。

【「花巻市指定管理者制度に関する指針」第2の2-(1)-アの規定による】

令和6年4月1日から
令和11年3月31日まで

（5年間）

令和6年度から指定管理者を指定する施設と指定管理者候補者の指名理由

株式会社元來社

株式会社元來社は、花巻市定住交流センターにおける各機器・設備等の専門
的知識・技術を有する市内唯一の団体である。また、花巻市花巻駅前多目的
広場及び花巻駅南駐車場との一体的な管理運営を行うことで、運営面におけ
るサービス向上による利用者の利便性が図られるため、引き続き指名する。

【「花巻市指定管理者制度に関する指針」第2の2-(1)-アの規定による】

令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで

（2年間）

医療法人ほがらか会

医療法人ほがらか会は、現在、花巻市老人保健施設華の苑及び花巻市華の苑
指定居宅介護支援センターの指定管理者であり、業務に関するノウハウを十
分に蓄積しているほか、施設を継続して適正に管理するための人的能力を有
し、その履行状況は良好であることから、引き続き指名する。

【「花巻市指定管理者制度に関する指針」第2の2-(1)-アの規定による】

令和6年4月1日から
令和16年3月31日まで

（10年間）


